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なぜ困難「女性」支援法が必要なのか
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女性は、男性に比べ、性差に起因して社会的に様々な困難な問題に直面する場面が多い。

このことによって、心身面及び社会的な面で複合的な課題を抱えることが多い。

（困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会中間まとめ（令和元年10月11日）より）

※性差に起因する社会的な困難な問題・・・

（例）妊娠、性被害・暴力被害率の高さ、社会的な地位の低さ（男女の賃金格差、家庭内労

働比率の高さ等）

※心身面及び社会的な面での複合的な課題・・・

（例）反復継続する暴力被害に伴うPTSD等の心身の不調、対人関係不調や就労困難等による

社会生活に復帰することの難しさ

女性に特有の、又は顕著な問題（妊娠、性被害、暴力被害、社会的地位の低さ等）に起因

する様々な困難を複合的に抱えており、単体の施策・個別の課題対応では解決が難しい



「困難な問題を抱える女性」とは
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過去の困難が現在の困難に繋がり、さらに複数の困難が相互に連関し、世代間で連鎖していく

 ⇒ 現在抱えている複数の困難に対処する（アセスメント・ケースワーク機能）とともに、世代間連鎖を断ち切り自

立生活に繋げるためには、過去の傷を含めた心身の健康回復を中長期的に支援することが必要。

幼時からの
虐待経験



女性支援事業の概要

本人の立場に寄り添って相談に応じ、様々な機関と連携・協力して、一人一人のニーズに応じて包括的な支援を実施

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性

女性相談支援員
[全国1,769人]

・女性相談支援センターや
福祉事務所等に配置

・相談・専門的技術に基づ
く援助等を実施

一時保護所 [各都道府県１か所]
・女性相談支援センターに併設
・民間シェルター、老人福祉施設、障害者

支援施設等への一時保護委託
・中長期的な支援が必要な場合、女性自立

支援施設への入所措置決定

女性自立支援施設
[39都道府県、47か所]

・生活支援、心理的ケア、
自立支援を実施

福祉事務所・市町村
生活保護、生活困窮者自立支援、母子生活支援施設入所、保育所入所、子育て短期支援事業、
ひとり親家庭等日常生活支援事業、児童扶養手当の支給 等

自

立

民間シェルター
母子生活支援施設 等

母子家庭等就業・自立支援センター：職業相談、就業支援講習会の開催、就業情報の提供等

ハローワーク：マザーズハローワーク等における子育て女性等への就職支援サービスの提供

児童相談所：心理的虐待等を受けた子どもへの心理的ケア、子育て相談等

関
係
機
関
等

女性相談支援センター [50か所] ※ 配偶者暴力相談支援センターとしての位置づけあり

・各都道府県 １か所（滋賀県は２か所、徳島県は３か所）
・相談・カウンセリング・情報提供を実施

連
携
・
協
力

11,828 10,591 9,281 8,977 9,590 9,413 

69,213 71,289
65,998 68,419 69,755 69,002 

81,041 81,880
75,279 77,396 79,345 78,415

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

女性相談支援員
女性相談支援センター

女
性
支
援
の
現
状

●  女性相談支援センター及び女性相談支援員による来所相談人数 ● 女性相談支援センター及び女性相談支援員による来所相談の内容

女性相談支援セン
ター及び女性相談
支援員において、

毎年８万人前後
の来所相談に対応

女性相談支援センター
及び女性相談支援員が
対応する来所相談の約
５割は暴力被害である

が、女性の抱える
問題は様々

夫等からの暴力
33,568人
（42.8％）

その他の人間関係
3,706人（4.7％）

帰住先なし
 2,633人（3.4％）

医療関係（障害、妊娠・出産を含む）
 3,238人（4.1％）

男女・性の問題
457人（0.6％）

暴力以外の

家族親族の問題

（離婚問題を含む）

19,527（24.9％）

生活困窮 5,709人（7.3％）

交際相手等からの暴力
1,516人（1.9％）

子・親・親族からの暴力
8,061人（10.3％）
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（令和７年４月１日現在）



婦人保護事業に係る法制度等の主な沿革

昭和21年11月 婦人保護要綱の策定（厚生省社会局通達により婦人保護施設制度化）

昭和31年 5月 売春防止法の制定

昭和32年 4月 売春防止法施行（第2章の刑事処分を除く）

昭和33年 4月    売春防止法全面施行（同時に第一次改正として第3章（補導処分）を追加し同日施行）

昭和38年 3月 婦人保護事業の実施要領の策定（厚生事務次官通達）

昭和45年 4月 「昭和45年度婦人保護事業費の国庫負担及び補助について」（社会局長通知）

平成12年 5月 ストーカー行為等の規制等に関する法律（ストーカー規制法）の制定

平成13年 4月  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV防止法）の制定

平成14年 4月  DV防止法全面施行

平成16年 6月  DV防止法改正（16/12/2改正DV法施行）

平成16年12月    人身取引対策行動計画の策定

平成19年 7月 DV防止法第2次改正（20/1/11施行）

平成21年12月  人身取引対策行動計画2009の決定（犯罪対策閣僚会議）

平成25年 6月 DV防止法第3次改正（26/1/3施行）

ストーカー規制法改正（25/10/3施行）

平成26年12月 人身取引対策行動計画2014の策定

平成28年12月 ストーカー規制法改正（29/6/14施行）

平成29年 5月 いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「JKビジネス」問題等に関する今後の対策を策定（関係府省対策会議決定）

 6月 刑法の一部改正（29/7/13施行）

令和４年 5月 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援新法）の制定

令和４年 7月 AV出演被害防止・救済法の制定

令和５年 3月 関係政省令、設備運営基準（女性自立支援施設）、国の基本方針等の策定

令和５年 5月 DV防止法第4次改正（6/4/1施行）

令和６年 3月 女性支援事業の実施について（社会・援護局長通知）

女性相談支援センターガイドライン・設置要綱、女性相談支援員相談・支援指針、女性自立支援施設運営指針の策定

令和６年 4月 女性支援新法の施行
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戦後の公娼制度の廃止
→「闇の女」の「更生保護」

対象者が拡大・多様化
→売春防止法での対応に限界

支援対象に「一般ケース（売春を
行う者以外）」を追加

様々な困難な問題を抱える女性
への「支援」を目的とした法律へ



■目的・基本理念
＝「女性の福祉」「人権の尊重や擁護」「男女平等」といった視点を明確に規定。

※現行の売春防止法では、「売春をなすおそれのある女子に対する補導処分・保護更生」が目的。

■国・地方公共団体の責務
＝困難な問題を抱える女性への支援に必要な施
策を講じる責務を明記。

■国の「基本方針」
※厚生労働大臣告示で、困難な
問題を抱える女性支援のため
の施策内容等

■都道府県基本計画等

⇒施策の実施内容

女性相談支援センター
（旧名：婦人相談所）

女性相談支援員
（旧名：婦人相談員）

女性自立支援施設
（旧名：婦人保護施設）

民間だあ

■支援対象者の意向を勘案。訪問、巡回、居場所
の提供、インターネットの活用等による支援
⇒官民連携・アウトリーチできめ細やかな支援

■支援調整会議（自治体）

⇒関係機関、民間団体で支援内
容を協議する場。連携・協働し
た支援

民間団体との「協働」による支援

■教育・啓発 ■調査研究の推進

■人材の確保 ■民間団体援助

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（議員立法）のポイント

■国・自治体による支弁・負担・補助 民間団体に対する補助規定創設

■女性をめぐる課題は生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、多様化、複合化。コロナ禍によりこうした課題が
顕在化し、「孤独・孤立対策」といった視点も含め、新たな女性支援強化が喫緊の課題。

■こうした中、困難な問題を抱える女性支援の根拠法を「売春をなすおそれのある女子の保護更生」を目的とする売春防止法から脱
却させ、先駆的な女性支援を実践する「民間団体との協働」といった視点も取り入れた新たな支援の枠組みを構築。

売春防止法

第１章 総則
（主な規定）
第１条 目的
第２条 定義
第３条 売春の禁止

第２章 刑事処分
（主な罰則）
第５条 勧誘等
第６条 周旋等
第11条   場所の提供
第12条    売春をさせる業

第３章 補導処分
（主な規定）
第17条 補導処分
第18条 補導処分の期間
第22条 収容

第４章 保護更生
（主な規定）
第34条 婦人相談所
第35条 婦人相談員
第36条 婦人保護施設
第38条 都道府県及び市の支弁
第40条 国の負担及び補助

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（新法）（令和６年４月１日施行）

存
続

廃止
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○ 相談延べ件数は増加傾向にあり、令和６年度も前年度（過去最高）と同様の高い水準で推移して
いる。

403,756
422,681

454,324
465,346

485,990
493,469 499,569

527,517

559,344

585,561
597,120

619,494

604,859
588,113

601,601
618,773

656,578
646,682

661,576
667,272 667,041 

211,931

218,261 224,521 221,445 230,376

226,858
221,852

226,445 231,842 227,658 229,663 236,383
218,755 210,276 206,917 210,831 223,328 209,569

227,291 234,215 236,651 

191,825
204,420

229,803

243,901

255,614
266,611

277,717 301,072

327,502

357,903
367,457

383,111
386,104

377,837
394,684

407,942

433,250 437,113

434,285

433,057430,390 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

H16年度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6

女性相談支援センター及び女性相談支援員への相談状況（延べ件数）

（厚生労働省女性支援室調べ） 6

女性相談支援員
※女性相談支援センターに配置された女性相談支援員を除く

女性相談支援センター



女性相談支援センター及び女性相談支援員が受付けた
来所相談の内容

○ 「夫等からの暴力」を内容とする相談は来所相談全体の４２．８％となっている。
○ 「夫等」「子・親・親族」「交際相手等」の３つを合わせると、全体の５５．０％を暴力被害の相談が占めている。全体に占め
る暴力被害相談の割合（※）も増加傾向。

    （※）平成25年度：43.8％ → 令和６年度：55.0％

令和６年度 合計：７８，４１５人（実人員）

夫等からの暴力
３３，５６８人
（４２．８％）

その他の人間関係
３，７０６人
（４．７％）

帰住先なし
２，６３３人
（３．４％）

医療関係
（障害、妊娠・出産を含む）

３，２３８人
（４．１％）

男女・性の問題
（ストーカー被害４０４人を含む）

４５７人
（０．６％）

暴力以外の家族親族の
問題

（離婚問題を含む）
１９，５２７人
（２４．９％）

生活困窮
５，７０９人
（７．３％）

交際相手等からの暴力
１，５１６人
（１．９％）

子・親・親族からの暴力
８，０６１人
（１０．３％）

（厚生労働省女性支援室調べ） 7

全体の55.0%を暴力
被害が占める



その他の病弱者

２１５人
（３２．６％）

それ以外の者
２４７人（３７．５％）

女性自立支援施設入所者の心身の状況

注１：その他の病弱者とは、通院、入
院歴がある者及び常備薬を服用
している者等をいう。

○ 入所者のうち、６割以上の女性が何らかの障害あるいは病気を抱えている。
○ 精神障害者保健福祉手帳の保持者の割合がここ10年で大きく増えている。
         H26年度：9.5％→R６年度：16.4%

精神障害者保健福祉
手帳の保持

１０８人（１６．４％）

療育手帳の保持
７９人（１２．０％）

身体障害者手帳の保持
１０人（１．５％）

令和６年度

女性自立支援施設入所者数 ６５６人

（注1）

※うち８人は重複障害の者
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官民協働等女性支援事業

○ 様々な困難な問題を抱えた女性について、公的機関と民間団体が密接に連携し、アウトリーチからの相談対応や、居場所の確保、地域
での自立・定着など、入口から出口まで切れ目のない支援を推進する。

（１）アウトリーチ支援・ＳＮＳ相談支援
困難な問題を抱えた女性について、夜間見回り等による声掛けによる相談支援や、出張相談窓口における相談支援、ＳＮＳを活用した相談支援等を実施。

（２）居場所の確保
一時的に安心・安全な居場所での支援が必要と判断された際に、居場所の提供や食事の提供など日常生活の支援を行うとともに、相談支援を実施。

（３）自立支援
継続的な支援が必要と判断される者や、居場所支援が長期化する者に対し、居住地や就業、教育に関する情報提供や助言など必要な自立に向けた支援を実施。

（４）ステップハウス
（３）の実施に際し、一時的な避難場所ではなく、自立に向け、生活再建や生活習慣の改善等の生活支援を受けながら一定期間居住できる場所を確保。
また、ステップハウスの利用者の自立のため、資格取得、就職活動・就職支度や同伴児童の通塾に係る経費について支援する。

（５）アフターケア
（３）または（４）を実施した者に対して、電話相談、家庭訪問、職場訪問等を通じて地域生活を定着させるための継続的な支援を実施。

（６）関係機関連携会議
行政機関、民間団体、医療機関等で構成する会議を設置し、支援内容に関する協議等を行い、相互に情報共有を図る。

（７）支援体制強化（ＩＣＴ導入支援）
（１）～（５）の実施に際し、ＩＣＴを活用した支援の導入や情報管理等を実施。

⑥ 関係機関連携会議の設置等【必須】（関係機関と民間団体の連絡・調整）

＜事業イメージ＞ ➀ アウトリーチ支援・ＳＮＳ相談【必須】（夜間見回り・声掛け・ICTを活用したアウトリーチ）

民間団体等

＜実施主体＞

都道府県・市町村・特別区

事業の一部（⑥を除く）
を委託等可能

国 補
助

困
難
女
性
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Ｖ
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力
被
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令和８年度当初予算 困難な問題を抱える女性支援推進等事業 23億円の内数（24億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

実施主体 ：都道府県・市町村（特別区含む）
補助率 ：国１/２、都道府県・市町村（特別区含む） 1/２

＜事業実績＞令和４年度：３自治体（６団体）
令和５年度：５自治体（９団体）
令和６年度：13自治体（28団体）
令和７年度：23自治体（44団体）

※①及び⑥については、当該事業による補助を受けずに実施している場合であっても「必須」の条件を満た
すものとして取り扱うこととする。

※①～⑥の事業の実施に際しては、実施主体の策定する計画（都道府県基本計画または市町村基本計画）に
基づき行うものとする。

② 居場所の確保（一時的な「安全・安心な居場所」の提供、相談・見守り支援）

③ 自立支援（就労支援、学校や家族との調整、医療機関との連携による支援など自立に向けた支援）

⑤ アフターケア（地域生活を定着させるための継続的な支援）

④ ステップハウス（自立に向け生活習慣の改善等の生活支援を受けながら一定期間居住できる場所）

⑦ 支援体制強化（ＩＣＴ導入支援）

社会・援護局地域福祉課
女性支援室（内線4584）

１  事業の目的

２  事業の概要・スキーム

３  実施主体等
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